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職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 二 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 十 四 条 第 七 項 中 「 同 項 中 」 の 下 に 「 「 良 好 な 」 と あ る の は 「 特 に 良 好 な 」 と 、 」 を 加 え 、 「 、 「 二 号 俸 」 」 を 「 「 一 号 俸 」 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

平 成 二 十 四 年 十 月 十 五 日 付 け の 人 事 委 員 会 勧 告 に 鑑 み 、 五 十 五 歳 を 超 え る 一 般 職 の 職 員 の 昇 給 の 基 準 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条

例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 二 十 八 号
職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 二 十 八 号 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １
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知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 四 項 中 「 平 成 二 十 四 年 四 月 分 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 分 ま で 」 を 「 平 成 二 十 五 年 四 月 分 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 分 ま で 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

本 県 の 財 政 の 健 全 化 に つ い て 自 ら 取 り 組 む た め 、 平 成 二 十 五 年 四 月 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 ま で の 間 の 知 事 等 の 給 料 月 額 を 減 額 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の

条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 二 十 九 号
知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 二 十 九 号 知 事 等 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ３
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特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 三 十 四 年 徳 島 県 条 例 第 五 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

附 則 第 三 項 中 「 平 成 二 十 四 年 四 月 分 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 分 ま で 」 を 「 平 成 二 十 五 年 四 月 分 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 分 ま で 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

本 県 の 財 政 の 健 全 化 に 資 す る た め 、 平 成 二 十 五 年 四 月 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 ま で の 間 の 特 別 職 の 職 員 の 報 酬 の 額 を 減 額 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 号

特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 三 十 号 特 別 職 の 職 員 の 報 酬 及 び 費 用 弁 償 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ５
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職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 （ 平 成 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 六 十 六 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 一 条 第 一 項 中 「 平 成 二 十 四 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 五 年 三 月 三 十 一 日 ま で 」 を 「 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 三 十 一 日 ま で 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 四 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

本 県 の 財 政 の 健 全 化 に 資 す る た め 、 平 成 二 十 五 年 四 月 か ら 平 成 二 十 六 年 三 月 ま で の 間 の 職 員 の 給 料 月 額 、 管 理 職 手 当 等 を 減 額 す る 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の

条 例 案 を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 一 号
職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 三 十 一 号 職 員 の 給 与 の 特 例 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ７
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徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 （ 昭 和 二 十 七 年 徳 島 県 条 例 第 四 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 七 項 中 「 同 項 中 」 の 下 に 「 「 良 好 な 」 と あ る の は 「 特 に 良 好 な 」 と 、 」 を 加 え 、 「 、 「 二 号 俸 」 」 を 「 「 一 号 俸 」 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

平 成 二 十 四 年 十 月 十 五 日 付 け の 人 事 委 員 会 勧 告 に 鑑 み 、 五 十 五 歳 を 超 え る 学 校 職 員 の 昇 給 の 基 準 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 二 号
徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 三 十 二 号 徳 島 県 学 校 職 員 給 与 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て ９
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徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 （ 昭 和 二 十 九 年 徳 島 県 条 例 第 二 十 七 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。

第 五 条 第 七 項 中 「 同 項 中 」 の 下 に 「 「 良 好 な 」 と あ る の は 「 特 に 良 好 な 」 と 、 」 を 加 え 、 「 、 「 二 号 俸 」 」 を 「 「 一 号 俸 」 」 に 改 め る 。

附 則

こ の 条 例 は 、 平 成 二 十 五 年 一 月 一 日 か ら 施 行 す る 。

提 案 理 由

平 成 二 十 四 年 十 月 十 五 日 付 け の 人 事 委 員 会 勧 告 に 鑑 み 、 五 十 五 歳 を 超 え る 警 察 職 員 の 昇 給 の 基 準 に つ い て 所 要 の 改 正 を 行 う 必 要 が あ る 。 こ れ が 、 こ の 条 例 案

を 提 出 す る 理 由 で あ る 。

第 三 十 三 号
徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て

徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を 次 の よ う に 定 め る 。

平 成 二 十 四 年 十 一 月 二 十 九 日 提 出

徳 島 県 知 事 飯 泉 嘉 門

再校

第 三 十 三 号 徳 島 県 地 方 警 察 職 員 の 給 与 に 関 す る 条 例 の 一 部 改 正 に つ い て １１
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